
生
活

LIFE
鳥
羽
伊
良
湖
観
光
交
流
イ
ベ
ン
ト

「
鳥
羽
VS
伊
良
湖
勝
つ
の
は
ど
っ
ち
？
」

　

田
原
市
と
鳥
羽
市
に
よ
る
次
年
度
の
開

催
地
を
か
け
た
対
決
で
す
。

▼
日
時
＝
３
月
７
日（
土
）午
前
10
時
～
午

後
４
時　

▼
場
所
＝
伊
良
湖
港
緑
地
公

園
（
道
の
駅
伊
良
湖
ク
リ
ス
タ
ル
ポ
ル
ト

東
側
）　

▼
内
容
＝
鳥
羽
市
の
海
女
小
屋

体
験
や
海
女
衣
装
貸
出
、
鳥
羽
市
の
伊
勢

え
び
と
田
原
市
の
野
菜
を
使
っ
た
コ
ラ
ボ

鍋
の
試
食
、
大
あ
さ
り
（
田
原
市
）
カ
キ

（
鳥
羽
市
）
の

食
べ
比
べ
対
決

（
無
料
）
や
特

産
品
の
販
売
、

菜
の
花
ま
つ
り

会
場
と
の
ス
タ

ン
プ
ラ
リ
ー
や

ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
、
餅
投
げ
な
ど
。
詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。　

▼
主
催
＝
田
原
市
・
鳥
羽
市　

▼
商
工
観
光
課

☎
23
局
３
５
２
２

22
局
３
８
１
７

syoko@
city.tahara.aichi.jp

http://w
w

w
.city.tahara.aichi.jp/

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動

３
月
１
日
日
～
７
日
土

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
寒
さ
も
和
ら
ぎ
、

火
へ
の
注
意
も
緩
み
が
ち
に
な
り
ま
す
。

火
災
か
ら
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に
、
火

の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

◉
住
宅
防
火
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

❶
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
に
や
め
る
。

❷
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か

ら
離
れ
た
位
置
で
使
う
。

❸
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど

の
そ
ば
を
離
れ
る

と
き
は
、
必
ず
火

を
消
す
。

❹
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
消
防
法

に
よ
り
す
べ
て
の
住
宅
に
設
置
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
「
住
宅
用
火
災

警
報
器
」
を
設
置
す
る
。

❺
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
寝
具

や
衣
類
・
カ
ー
テ
ン
な
ど
は
、
防
炎

製
品
を
使
用
す
る
。

❻
火
災
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
、
住

宅
用
消
火
器
な
ど
を
設
置
す
る
。

❼
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
方
を
守

る
た
め
に
、
近
所
の
協
力
体
制
を
整

え
て
お
く
。

◉
平
成
26
年
度
防
火
標
語

　「
も
う
い
い
か
い
　
火
を
消
す
ま
で
は

ま
あ
だ
だ
よ
」

▼
消
防
課

☎
23
局
４
０
７
４　

23
局
０
１
８
０

デ
ジ
ア
ナ
変
換
サ
ー
ビ
ス
が

終
了
し
ま
す

　
　

　

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
よ
る
ア
ナ
ロ
グ
テ

レ
ビ
へ
の
デ
ジ
ア
ナ
変
換
サ
ー
ビ
ス
は
、

平
成
27
年
３
月
に
終
了
し
ま
す
。
デ
ジ
ア

ナ
変
換
視
聴
者
の
方
は
、
お
お
む
ね
、
次

の
い
ず
れ
か
の
対
応
が
必
要
で
す
。

・
デ
ジ
タ
ル
放
送
対
応
の
テ
レ
ビ
に
買
い

換
え
る
。

・
デ
ジ
タ
ル
放
送
対
応
の
チ
ュ
ー
ナ
ー
を

ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
に
接
続
す
る
。

・
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
加
入
し
て
専
用

チ
ュ
ー
ナ
ー
（
セ
ッ
ト
ト
ッ
プ
ボ
ッ
ク

ス
）
を
接
続
す
る
。

▼
総
務
省　

地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
（
受
付
：
午
前
９
時
～
午
後
６
時
）

☎
０
５
７
０（
07
）０
１
０
１

パブリックコメント

 意見募集！
　パブリックコメント手続制度に基づき、
次の案件について意見を募集します。
　より良いまちづくりのため、皆さんの
ご意見をお聞かせください。

▶意見募集期間＝3月2日月～3月31日火

1特別用途地区（大規模集客施設制限地区）に係る建築条例案
コンパクトな都市構造を形成するうえで、地域の交通環境に大きな影響
を与える可能性のある大規模集客
施設について、都市計画法に基づく
特別用途地区（大規模集客施設制限
地区）内において、その立地を制限
するための条例を制定します。
担当課▶街づくり推進課 
☎23局3535  22局3811 machi@city.tahara.aichi.jp

▪意見提出方法
①公表場所へ持参②郵便③ＦＡＸ④Ｅメール
住所、氏名、電話番号を明記のうえ提出してください。（個々のご意見には直
接回答しません。）
▪計画案の公表場所
各案件の担当課、市役所情報広場、赤羽根市民センター、渥美支所地域課、中央
図書館、市ホームページ

http://www.city.tahara.aichi.jp/
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